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承認期限 牢成13年12月31日まで

都道府県
指定都市 名
中核市

ω施設番号・施設の種類

保

④

平成13年社会福祉施設等調査

育 所 調 査

(6) 設

国
都道府県
指定都市
中核市
その他の市・町村
部事務組合一

⑦分園の有無・ ⑧
分園数

1分園あり→゙ 分園数

施設2分薗なし

⑪年 齢 別 在 所 児

満3歳 満4歳0歳 満1歳 満2歳

福祉事務所名 [11 1

施

(平成13年10月 1 日 )

(符号)

②

設

時 間

閉所時刻

施

主置

社会福祉事
社会福祉法人 (7を除く)
日本赤十字ネ土
医療法人
1 学校法人
宗教法人

定 員

!うち分園
;の定員数

設

の

票

の

⑯専任保育士の有資格者数

計養成所卒 試験合格 認 定

所

体

団

名

⑬

2月未満

称

在

............. . ..・・・・・・・・・・‘・・・‘・

、゙鳥経

13公益法人である社団
14 公益法人である財団
15 特定非営利活動法人(NPの
16 株式会社
17 その他の法人
18 個人

在 所 児 数

私的契 約人員
うち分園

19 その他

計
うち分園

厚生労働省

0歳・満1歳児の入所時月齢別在所児数(U晦の0歳,満1歳児が入所した時の月鵬によりIZ入してください。)
2～3未満 3～4 9～10 10～u n～12 12月以上フ～8 8～96～フ4～5 5～6

兼 任

保健婦(士) 栄養士

職 種 ・ 専 任

施設長 保育.士 医 師 着護娼(士)

⑭ .

3 4 52

⑨

入所人員
うち分園

地

③活動の状況

1 活動中
2 休止中
3廃止

(5) 認可・届出・設置年月

年 月

専 男

任 女

兼 男

任 女

計

専任保育士の状況 (⑭の棚の専任保育士について記入してください。)

⑮過去1年間の採用・退職者数
a2年10月2 日～1笄10月 1 日)

数 (10月 1 日現在)

満5歳 満6歳 満7歳以上

従 事

事務員

7

主

設置主体

体

採用者数 退職者数

者 数

その他の
職 員
8

経営主体

就業規則上の週
所定労働時問

時間 分

1 苦情受付窓口を設置
2 苦惰解泱 貴任者を設
3 共同で第三者委員を設置
4 単独で第三者委員を設置

注②～16)、侶)、⑩、⑫は[ニニコ欄に変更がある場合は赤字でその下の欄に記入してください。

.. . ... .

⑫ 開

開所時刻

仰苦情解決のための
取組み状況 俺数回答)

所

性 別

調理員

6

”

7

8
9

1
ー

ー

1
2

3

4
5
6

の

週
・

十

9
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